
対象事業者（すべてを満たすもの）

県産加工食品の海外市場への輸出支援をするため、海
外向け商品開発及び販路開拓・拡大の取組を行う県内
中小企業者に対し、必要な費用を助成します。
※詳細は裏面参照

補助金額

助 成 率 助成対象経費の２分の１以内

・中小企業者（中小企業基本法第二条第一項で定めるもの）等であって、県内に
主たる事務所、事業所又は住所を有する者（みなし大企業を除く）

・静岡県税を滞納していない者
・応募者又はその役職員が、暴力団等の反社会的勢力であったり、また、反社会
的勢力との関係を有していないこと

※詳細は交付要綱をご参照ください。

⇒裏面もご覧ください

助成限度額 １年間で150万円を上限とする

令和８年度

県産加工食品海外展開
支援事業助成金
申請者募集 公募期間

４月１日（水）～

５月８日（金）17時締切

公益財団法人静岡県産業振興財団

ウェルネス・フーズ産業支援センター



県産加工食品の海外向け商品開発及び販路開拓・拡大を目的とした海外で開催される展示会
等への出展や具体的な販路開拓・拡大を行う事業

お問合せ・申請先

①対象事業

②対象経費
●原材料費 ●機械装置購入等経費 ●外注加工費 ●技術コンサルタント料 ●委託費
●その他(調査研究費、海外展示会等出展経費及び消耗品費で対象事業への使途が特定でき
るものに限る)
※海外出張のための旅費は対象外

③スケジュール
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公益財団法人静岡県産業振興財団ウェルネス・フーズ産業支援センター
〒420-0853 静岡市葵区追手町44-1 静岡県産業経済会館2F
TEL：054-254-4513 FAX：054-253-0019
E-mail：newfoods@ric-shizuoka.or.jp

募集案内及び申請様式は右記ホーム
ページからダウンロードできます。

https://www.fsc-shizuoka.com/news/r08kakou/

県産加工食品海外展開支援事業助成金（概要）
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過去の採択事例

・個包装加糖煉乳「ここだけ練乳」と18Lブリキ缶「加糖煉乳」の輸出計画（Ｒ４）
・サロン開催によるフランス市場への進出・販路開拓（Ｒ５）
・シンガポールにおける業務用だしパックの販路開拓（Ｒ６）
・バナナ由来レジスタントスターチを活用した商品の海外展開（Ｒ７）

4月～5月 6月 6月
令和7年

２月 ３月～

申請 審査 事業期間 事業完了後

■
中
間
検
査
10

～
11

月

5/８
〆切

5/１
〆切

２/155月中旬～
５月下旬

６月中旬


	スライド 1
	スライド 2

